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(57)【要約】
【課題】軽量化を達成しながらも、十分な強度を有する
セメント系階段用段板を提供すること。
【解決手段】平板状の踏板部２および該踏板部の一側よ
り踏板部端面２０と当接して立ち上がる平板状の蹴込み
板部３が一体的に押出成形されてなるセメント系階段用
段板１であって、踏板部２が押出方向に沿って２以上の
軽量化用中空部４を有し、押出方向に対する垂直断面に
おいて、該中空部のうち蹴込み板部に最も近い中空部Ａ
における踏込み側の肉厚ｘ１が、踏板部の中心に最も近
い中空部Ｂにおける踏込み側の肉厚ｘ２より厚いことを
特徴とするセメント系階段用段板１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状の踏板部および該踏板部の一側より踏板部端面と当接して立ち上がる平板状の蹴
込み板部が一体的に押出成形されてなるセメント系階段用段板であって、
　踏板部が押出方向に沿って２以上の軽量化用中空部を有し、押出方向に対する垂直断面
において、該中空部のうち蹴込み板部に最も近い中空部Ａにおける踏込み側の肉厚が、踏
板部の中心に最も近い中空部Ｂにおける踏込み側の肉厚より厚いことを特徴とするセメン
ト系階段用段板。
【請求項２】
　踏板部が、押出方向に対する垂直断面において、中空部Ａと中空部Ｂとの間に軽量化用
中空部を有し、該中空部における踏込み側の肉厚より、中空部Ａにおける踏込み側の肉厚
が厚いことを特徴とする請求項１に記載のセメント系階段用段板。
【請求項３】
　踏板部が、押出方向に対する垂直断面において、中空部Ｂよりも先端側に１以上の軽量
化用中空部をさらに有し、該中空部のうち蹴込み板部に最も遠い中空部Ｃにおける踏込み
側の肉厚が、中空部Ｂにおける踏込み側の肉厚より厚いことを特徴とする請求項１または
２に記載のセメント系階段用段板。
【請求項４】
　蹴込み板部が押出方向に軽量化用中空部を有することを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載のセメント系階段用段板。
【請求項５】
　セメント系階段用段板が、水硬性セメント１００重量部、シリカ質原料４０～１００重
量部、パルプ０．５～８０重量部および水溶性セルロース０.１～１０重量部を含んでな
るマトリックスに繊維を配合した水硬性セメント組成物から製造されてなる請求項１～４
のいずれかに記載のセメント系階段用段板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、踏板部と蹴込み板部を有し、階段の一段分を構成するセメント系階段用段板
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、押出成形により、コンクリート製品を製造する方法は種々提案され、例えば、長
手方向に貫通孔を形成すると共に金属線枠を埋設する筋金入りセメント製品の製造方法（
特許文献１）があった。また、コンクリート製品内に鋼繊維を分散し形成する、押出成形
による鋼繊維補強建材の製造方法（特許文献２）、あるいはコンクリート製品内に合成繊
維を分散し形成する、押出成形によるセメント成形品製造法（特許文献３）があった。
【０００３】
　一方、踏板部と蹴込み板部を有する階段用の段板の製造工程の煩雑さを解消する段板と
して、例えば、段板本体内の適所に長手方向全長に亘って、端部に取付部を有する補強パ
イプまたは補強杵体を埋設させた段板が提案されている（特許文献４，５）。
【特許文献１】特公昭５３－４７２６０号公報
【特許文献２】特開昭５１－１３７７１４号公報
【特許文献３】特開昭４９－４４０９９号公報
【特許文献４】特開平６－２６１６２号公報
【特許文献５】特開平７－１１９２６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術により踏板部と蹴込み板部を有する階段用段板を製造するに
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際し、軽量化のために中空部を形成した場合、強度低下の問題が生じた。
【０００５】
　本発明は、軽量化を達成しながらも、十分な強度を有するセメント系階段用段板を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、平板状の踏板部および該踏板部の一側より踏板部端面と当接して立ち上がる
平板状の蹴込み板部が一体的に押出成形されてなるセメント系階段用段板であって、
　踏板部が押出方向に沿って２以上の軽量化用中空部を有し、押出方向に対する垂直断面
において、該中空部のうち蹴込み板部に最も近い中空部Ａにおける踏込み側の肉厚が、踏
板部の中心に最も近い中空部Ｂにおける踏込み側の肉厚より厚いことを特徴とするセメン
ト系階段用段板に関する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係るセメント系階段用段板によれば、軽量化を達成しながらも、十分な強度を
確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
（階段用段板）
　本発明に係るセメント系階段用段板（以下、単に「段板」ということがある）は、階段
の一段分を構成するもので、例えば、図５に示すように、複数の段板１を両端でささら桁
１０に取り付けて使用される。
【０００９】
　本発明の段板１は詳しくは、図１に示すように、平板状の踏板部２および平板状の蹴込
み板部３が一体的に押出成形されてなるものであり、蹴込み板部３は踏板部２の一側より
踏板部２の端面２０と当接しながら、踏板部２の略厚み方向に立ち上がっている。図１の
左図は本発明の段板１の一例の押出方向Ｄに対する垂直断面図を示し、右図は左図におい
て段板１を左側から見たときの概略見取り図を示す。
【００１０】
　踏板部２は、押出方向Ｄに沿って２以上の軽量化用中空部４を有し、すなわち押出方向
Ｄに対して略平行に２以上の軽量化用中空部４を有する。本発明においては、押出方向Ｄ
に対する垂直断面（以下、単に「垂直断面」という）において、踏板部２が有する中空部
４のうち蹴込み板部３に最も近い中空部Ａにおける踏込み側の肉厚ｘ１を、踏板部の中心
に最も近い中空部Ｂにおける踏込み側の肉厚ｘ２より厚くする。これによって、中空部に
よる軽量化を達成しながらも、十分な強度を確保できる。詳しくは、図１０に示すように
、踏み込み方向Ｙで荷重をかけた場合、中空部を有していても、比較的大きな荷重になる
まで破断を抑制できる。そのような現象が起こるメカニズムの詳細は明らかではないが、
以下のメカニズムに基づくものと考えられる。中空部Ａにおける肉厚ｘ１を上記範囲内と
することにより、蹴込み板部３が、踏板部２の踏み込み方向Ｙに対する強度を有効に補強
して、荷重付加により中空部Ａにかかる応力を分散する。その結果、図１０に示すように
蹴込み板部３で破断１３が生じるまで、踏板部２と蹴込み板部３との境界部分１０での破
断を防止できるため、比較的大きな荷重になるまで破断を抑制できるものと考えられる。
肉厚ｘ１が肉厚ｘ２に等しいか、または肉厚ｘ２よりも薄いと、例えば図１１に示すよう
に踏み込み方向Ｙで荷重をかけた場合、中空部Ａに応力が集中し、踏板部１０２と蹴込み
板部１０３との境界部分１１０で破断１１３が起こるため、比較的小さな荷重で破断が起
こる。
【００１１】
　中空部Ａと中空部Ｂとの間に軽量化用中空部４を有する場合、蹴込み板部３による踏板
部２の補強効果の観点から、当該中空部における踏込み側の肉厚ｘ３よりも、中空部Ａに
おける踏込み側の肉厚ｘ１を厚くすることが好ましい。図１において、中空部Ａと中空部
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Ｂとの間に軽量化用中空部は１つしか示されていないが、これに限定されるものではなく
、２以上の中空部が存在してよい。その場合、中空部Ａにおける踏込み側の肉厚ｘ１は、
中空部Ａと中空部Ｂとの間に存在する全ての軽量化用中空部における踏込み側の肉厚より
も厚くすることが好ましい。
【００１２】
　本明細書中、踏板部の中心とは、垂直断面における踏板部の重心である。重心とは等質
の材料（例えば、紙）を当該部材の輪郭で切り取り、均衡をとって点で支えたときの当該
点である。踏板部の中心に最も近い中空部とは、垂直断面において、踏板部中心を包囲す
る中空部が存在する場合は当該中空部を意味し、踏板部中心を包囲する中空部が存在しな
い場合は、踏板部中心に最も近い中心を有する中空部を意味するものとする。
　中空部の中心とは、垂直断面における中空部の重心である。
【００１３】
　中空部における踏込み側の肉厚とは、中空部によって分断される踏板部の厚みのうち、
踏込み側の最小厚みを指すものである。踏込み側とは、ヒトが階段を上り下りする際にヒ
トと接触する踏込み面５を有する方という意味である。
【００１４】
　中空部Ａにおける肉厚ｘ１は、上記範囲内であれば特に制限されず、蹴込み板部３によ
る踏板部２の補強効果をより一層、有効に得る観点からは、踏板部２の厚みをｔ１とした
とき、ｔ１／５～ｔ１／３、特にｔ１／４．８～ｔ１／３．３の範囲内であることが好ま
しい。肉厚ｘ１は通常、１０～１６ｍｍ、特に１１～１５ｍｍである。なお、踏板部２は
、後述するように、踏込み面５が傾斜を有していてよく、その場合、踏板部２の最小厚み
と最大厚みとの平均値を厚みｔ１とみなすものとする。
【００１５】
　中空部Ａの踏板部厚み方向における最大長ｙ１は、上記中空部肉厚ｘ１が確保できる程
度において、本発明の目的が達成される限り特に制限されるものではない。最大長ｙ１は
通常、２０～３５ｍｍ、特に２５～３０ｍｍである。
【００１６】
　中空部Ａにおける踏込み側とは反対側の肉厚ｚ１は特に制限されず、蹴込み板部３によ
る踏板部２の補強効果をより一層、有効に得る観点からは、ｔ１／６～ｔ１／３、特にｔ

１／５．９～ｔ１／４の範囲内であることが好ましい。肉厚ｚ１は通常、９～１５ｍｍ、
特に１０～１４ｍｍである。
【００１７】
　中空部Ｂにおける肉厚ｘ２、および中空部Ａと中空部Ｂとの間の軽量化用中空部におけ
る踏込み側の肉厚、例えばｘ３は、上記範囲内であれば特に制限されず、蹴込み板部３に
よる踏板部２の補強効果をより一層、有効に得る観点からは、それぞれ独立してｔ１／６
～ｔ１／３、特にｔ１／５．８～ｔ１／３．７の範囲内であることが好ましい。そのよう
な肉厚は通常、それぞれ独立して８～１５ｍｍ、特に９～１４ｍｍである。
【００１８】
　中空部Ｂの踏板部厚み方向における最大長ｙ２、および中空部Ａと中空部Ｂとの間の軽
量化用中空部の踏板部厚み方向における最大長、例えばｙ３は、本発明の目的が達成され
る限り特に制限されるものではない。これらの最大長は通常、それぞれ独立して３０～４
０ｍｍ、特に３１～３７ｍｍである。
【００１９】
　中空部Ｂにおける踏込み側とは反対側の肉厚ｚ２、および中空部Ａと中空部Ｂとの間の
軽量化用中空部における踏込み側とは反対側の肉厚、例えばｚ３は特に制限されず、蹴込
み板部３による踏板部２の補強効果をより一層、有効に得る観点からは、それぞれ独立し
てｔ１／６～ｔ１／３、特にｔ１／５．９～ｔ１／４の範囲内であることが好ましい。そ
のような肉厚は通常、それぞれ独立して８～１５ｍｍ、特に９～１４ｍｍである。
【００２０】
　踏板部２が有する中空部４のうち蹴込み板部３に最も近い中空部Ａは、垂直断面におい
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て、その中心が踏板部２内または踏板部２と蹴込み板部３との境界線３０上にある限り、
例えば図２に示すように、一部が蹴込み板部３内に形成されてもよい。図２は、本発明の
段板１の一例における踏板部２と蹴込み板部３との境界部分の垂直断面図である。図２に
おける、図１と同じ符号は、図１と同じ意味内容を示すため、それらの説明を省略する。
【００２１】
　踏板部２は、軽量化の観点から、垂直断面において、中空部Ｂよりも先端側に１以上の
軽量化用中空部４をさらに有することが好ましい。このとき、耐火性能の観点から、当該
中空部のうち蹴込み板部３に最も遠い中空部Ｃにおける踏込み側の肉厚ｘ４は、中空部Ｂ
における踏込み側の肉厚ｘ２より厚いことが好ましく、特に中空部Ｃと中空部Ｂとの間に
軽量化用中空部を有する場合は、当該中空部における踏込み側の肉厚ｘ５よりも、中空部
Ｃにおける踏込み側の肉厚ｘ４を厚くすることが好ましい。図１において、中空部Ｃと中
空部Ｂとの間に軽量化用中空部４は１つしか示されていないが、これに限定されるもので
はなく、２以上の中空部が存在してよい。その場合、中空部Ｃにおける踏込み側の肉厚ｘ
４は、中空部Ｃと中空部Ｂとの間に存在する全ての軽量化用中空部における踏込み側の肉
厚よりも厚くすることが好ましい。
【００２２】
　中空部Ｃにおける肉厚ｘ４は、耐火性能の観点からは好ましくは、１１～２０ｍｍ、特
に１２～１８ｍｍである。
　中空部Ｃと中空部Ｂとの間の軽量化用中空部における踏込み側の肉厚、例えばｘ５は、
上記範囲内であれば特に制限されず、前記ｘ２と同様の範囲内であることが好ましい。そ
のような肉厚は通常８～１５ｍｍ、特に９～１４ｍｍである。
【００２３】
　中空部Ｃの踏板部厚み方向における最大長ｙ４は、本発明の目的が達成される限り特に
制限されるものではなく、１０～３０ｍｍ、特に１５～２８ｍｍである。
　中空部Ｃと中空部Ｂとの間の軽量化用中空部の踏板部厚み方向における最大長、例えば
ｙ５は、本発明の目的が達成される限り特に制限されるものではなく、前記ｙ２と同様の
範囲内であることが好ましい。そのような最大長は通常３０～４０ｍｍ、特に３１～３７
ｍｍである。
【００２４】
　中空部Ｃにおける踏込み側とは反対側の肉厚ｚ４は特に制限されず、蹴込み板部３によ
る踏板部２の補強効果をより一層、有効に得る観点からは、通常、９～２５ｍｍ、特に１
０～２０ｍｍである。
　中空部Ｃと中空部Ｂとの間の軽量化用中空部における踏込み側とは反対側の肉厚、例え
ばｚ５は特に制限されず、前記ｚ２と同様の範囲内であることが好ましい。そのような肉
厚は通常、８～１５ｍｍ、特に９～１４ｍｍである。
【００２５】
　踏板部２は、踏込み面５が傾斜を有していてよい。すなわち、踏板部２は図３に示すよ
うに、先端に近づくほど、厚みが小さくなるような傾斜を踏込み面５ａに有していてよい
。これによって、ヒトの上り下りがより円滑に行える。図３は本発明の段板１の一例の押
出方向Ｄに対する垂直断面図を示す。図３における、図１と同じ符号は、図１と同じ意味
内容を示すため、それらの説明を省略する。
【００２６】
　踏板部２が有する軽量化用中空部４の間隔は本発明の目的が達成される限り特に制限さ
れるものではない。
【００２７】
　踏板部２が有する軽量化用中空部４の形状は、図１に示すような円形状であってもよい
し、楕円形状であってもよいし、または図４に示すような略正方形状、略長方形状、略三
角形状等の多角形状であってもよい。軽量化用中空部４の形状は各中空部において独立し
て選択されてよい。軽量化用中空部４の形状が方形または三角形の場合、各コーナー部は
図４に示すように丸みを有していてよい。このときのｘ１～ｘ５、ｙ１～ｙ５およびｚ１
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～ｚ５等の寸法は、丸みがなかったときの値を用いるものとする。
【００２８】
　踏板部２は、上記したような軽量化用中空部のほかに、補強芯材用中空部を有してもよ
い。補強芯材用中空部は図１中、６で示されるもので、補強芯材としては、例えば、異形
棒鋼等の鉄筋、金属製の補強パイプ等が使用可能である。補強芯材は段板１の製造時にお
いて押出成形と同時に挿入されてもよいし、または補強芯材用中空部を有する段板１を製
造した後において挿入されてもよい。補強芯材用中空部および補強芯材の垂直断面におけ
る最大長は通常、１０～２５ｍｍ、特に１５～２３ｍｍである。
【００２９】
　踏板部２における厚みｔ１は通常、４０～７０ｍｍに設定され、好ましくは４５～６０
ｍｍである。
　踏板部２における幅Ｌ１は特に制限されず、通常、２００～３５０ｍｍに設定され、好
ましくは２５０～３００ｍｍである。
【００３０】
　踏板部２における軽量化用中空部の数は特に制限されるものではなく、例えば踏板部２
における幅Ｌ１が２５０～３００ｍｍの場合で、通常は２以上、特に３～７、好ましくは
４～６である。
【００３１】
　本発明は、垂直断面において、踏板部２における軽量化用中空部４の総中空率を３０％
以上、特に３０～４０％という比較的大きな値に設定しても、蹴込み板部３による踏板部
２の補強効果を発揮できる。
【００３２】
　蹴込み板部３は押出方向に軽量化用中空部８を有することが好ましい。軽量化をより一
層、有効に達成できるとともに、蹴込み板部３による踏板部２の補強効果をより一層、有
効に得ることができるためである。
【００３３】
　蹴込み板部３における中空部８の位置は、本発明の目的が達成される限り特に制限され
ず、通常は蹴込み板部３の厚み方向において蹴込み板部３の略中央である。
【００３４】
　蹴込み板部３が有する軽量化用中空部８の形状は、図１に示すような円形状であっても
よいし、楕円形状であってもよいし、または図４に示すような略正方形状、略長方形状、
略三角形状等の多角形状であってもよい。軽量化用中空部８の形状は各中空部において独
立して選択されてよい。
【００３５】
　蹴込み板部３は、上記したような軽量化用中空部８のほかに、踏板部２においてと同様
の補強芯材用中空部（図示せず）を有してもよい。
【００３６】
　垂直断面において、蹴込み板部３における軽量化用中空部８の総中空率は特に制限され
ず、通常は５％以上、特に８～２０％である。
【００３７】
（水硬性セメント組成物）
　本発明の段板は水硬性セメント組成物から製造されてなる無機系硬化体であり、好まし
くは曲げ載荷に際して多重亀裂を生じて破壊する高い靭性を有するものである。
【００３８】
　本発明において、「多重亀裂」とは次のことを意味する。曲げ応力が印加されてセメン
ト硬化体に最初の亀裂が入った段階で、その亀裂部に応力が集中して、通常のセメント硬
化体ではそのまま破断に至る。すなわち応力－歪曲線が直線となる弾性変形の段階で破断
に至る。そのためエネルギー吸収能が低く、脆性破壊を呈する。これに対して最初の亀裂
が入ったのちも、直ちに材料全体の破断に至らず、最初の亀裂に続いて複数の亀裂が発生
する現象が存在する。これを多重亀裂という。多重亀裂が発生すると、応力が分散される



(7) JP 2010-65441 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

ため、最初の亀裂発生後も増加する荷重に耐えて大きな歪に至るまで破壊せず、高いエネ
ルギー吸収能と高い靭性を示す。
【００３９】
　そのような多重亀裂が起こる本発明の段板を構成する水硬性セメント組成物は、少なく
とも水硬性セメントを含むマトリックスに繊維を配合・補強してなる繊維補強水硬性組成
物である。マトリックスは好ましくはさらにシリカ質原料、パルプおよび水溶性セルロー
スを含み、減水剤などの混和剤、鉱物繊維および軽量骨材が配合されてもよい。
【００４０】
　本発明において配合される繊維は、配合によって、水硬性組成物を硬化させてなる硬化
体に、曲げ載荷時の多重亀裂を起こさせ得る補強繊維であれば、特に制限されず、例えば
、ポリビニルアルコール系繊維（ＰＶＡ繊維）、ポリプロピレン系繊維（ＰＰ繊維）、ポ
リエチレン系繊維（ＰＥ繊維）、アラミド繊維、アクリル繊維、炭素繊維、ポリアミド系
繊維、ポリエステル系繊維、ポリベンゾオキサゾール系繊維、レーヨン系繊維、ガラス繊
維、スチール繊維等が挙げられる。製造コストを低減し、多重亀裂をより有効に起こす観
点から好ましくはＰＶＡ繊維、ＰＥ繊維、ＰＰ繊維、アラミド繊維であり、特にＰＶＡ繊
維である。
【００４１】
　これらの繊維は繊維長が３～１００ｍｍ、繊維径が５～２００μｍ、アスペクト比が１
５０～１０００である。繊維長がより短い、繊維径がより大きい、またはアスペクト比が
より小さい場合は、曲げ応力が負荷された状態において、最初に亀裂が生じたときに、繊
維が架橋しても応力を負担することができず、すぐに引き抜け、多重亀裂を発生する前に
破壊してしまう。
　一方、繊維長がより長い、繊維径がより小さい、またはアスペクト比がより大きい場合
は、曲げ応力が負荷された状態において、繊維の引き抜けよりも先に、繊維自体が破断し
てしまうために多重亀裂が発生しない。
【００４２】
　本発明において、繊維の「アスペクト比」とは、繊維長を繊維断面の面積と同面積を有
する相当円の直径で除した値である。
【００４３】
　ＰＶＡ繊維は通称ビニロン繊維とも呼ばれているもので、ＰＶＡ繊維を使用する場合は
、繊維長が３～５０ｍｍ、好ましくは３～１５ｍｍ、特に６～１２ｍｍ、繊維径が１０～
１００μｍ、好ましくは２０～５０μｍ、アスペクト比が１００～４００、好ましくは１
５０～３００であることが望ましい。
【００４４】
　最も好ましいＰＶＡ繊維は特に、繊度２～１５０ｄｔｅｘ、特に４～２５ｄｔｅｘ、引
張強度４ｃＮ/ｄｔｅｘ以上、特に６～２０ｃＮ/ｄｔｅｘを有する。
　繊度は、繊維状物の一定糸長の重量を測定して見掛け繊度をｎ＝５以上で測定した平均
値を用いている。なお、一定糸長の重量測定により繊度が測定できないもの（細デニール
繊維）はバイブロスコ－プにより測定している。
　強度は、予め温度２０℃、相対湿度６５％の雰囲気下で２４時間繊維を放置して調湿し
たのち、単繊維を糸長２０ｃｍ、引張速度１０ｃｍ／分として万能試験機　島津製作所製
「オートグラフ」にて測定した値を用いている。なお繊維長が２０ｃｍより短い場合は、
そのサンプルの可能な範囲での最大長さを把持長として測定することとしている。
【００４５】
　そのような好ましいＰＶＡ繊維として、市販のクラロンＫ―II 「パワロン」（クラレ
社製）が入手可能である。
【００４６】
　またＰＰ繊維を使用する場合は、繊維長が３～１５ｍｍ、好ましくは６～１２ｍｍ、繊
維径が５～４０μｍ、好ましくは１０～３０μｍ、アスペクト比が１５０～１０００、好
ましくは２００～７００であることが望ましい。



(8) JP 2010-65441 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【００４７】
　またＰＥ繊維を使用する場合は、繊維長が３～１５ｍｍ、好ましくは６～１２ｍｍ、繊
維径が５～４０μｍ、好ましくは１０～３０μｍ、アスペクト比が１５０～１０００、好
ましくは２００～７００であることが望ましい。
【００４８】
　上記繊維は硬化後の硬化体における体積混入率が０．１～１０％、好ましくは２～７％
となるように配合される。繊維の体積混入率がより小さいと亀裂が入ったときにそこに集
中する応力を支えることができないで架橋作用を発揮できない。また体積混入率がより大
きいと繊維同士の接触部分が増加してセメントとの一体化を妨害するため十分な補強効果
が得られなくなる。
【００４９】
　繊維の「体積混入率」とは、以下の方法によって測定された値を用いている。セメント
硬化体を押出方向に対して直角方向に裁断し、その裁断面を走査電子顕微鏡を用いて、加
速電圧２５ｋＶで反射電子像を観察した。セメント硬化体中の繊維混入率Ｖｆは、顕微鏡
の視野にある観察面の繊維の断面積の合計を、電子顕微鏡の視野の面積で除した値として
求めた。繊維混入率Ｖｆは、試験片の裁断面中の異なる３つの視野について測定した値の
平均値を採用した。
【００５０】
　本発明において使用される水硬性セメントは、水との反応により硬化体を形成できる限
り、特に限定されず、例えば、各種ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシ
ュセメント、アルミナセメント、シリカセメント、マグネシアセメント、硫酸塩セメント
等をすべて含む。
【００５１】
　シリカ質原料としては、珪石粉、高炉スラグ、珪砂、フライアッシュ、珪藻土、シリカ
ヒューム、非晶質シリカ等を使用することができる。好ましくは、段板の強度向上および
寸法安定性に寄与する点から、珪石粉、珪砂である。これらのシリカ質原料として好まし
くは比表面積（ＪＩＳ Ｒ ５２０１に記載の方法による）が３０００～１５０００ｃｍ２

／ｇのものを使用する。シリカ質原料は水硬性セメント１００重量部に対して４０～１０
０重量部、好ましくは５０～８０重量部の割合で配合される。シリカ質原料が４０重量部
より少ないと段板の強度が低下する上に、エフロレッセンスが発生し易くなり、１００重
量部より多くても段板の強度が低下する。
【００５２】
　パルプは、綿パルプまたは木材パルプ等の天然パルプが好ましい。天然パルプであれば
特に限定されず、バージンパルプのみならず古紙からの再生パルプも使用できる。また木
材パルプの場合、木材の組織からリグニンを化学的に取り除いた化学パルプ、木材を機械
的に処理した機械パルプのいずれも使用できる。パルプは繊維長が０.０５～１０ｍｍの
ものが好ましい。パルプは水硬性セメント１００重量部に対して０．５～８０重量部、好
ましくは１～３０重量部の割合で配合される。０．５重量部より少ないと補強効果を発揮
できず、また８０重量部より多いと分散不良となり、段板の表面平滑性が悪化したりする
。
【００５３】
　水溶性セルロースとしては、メチルセルロース、エチルセルロース等のアルキルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシエシルメチルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のヒドロキシアルキルセルロー
ス、ヒドロキシアルキルアルキルセルロース、カルボキシメチルセルロース等を例示する
ことができる。水溶性セルロースは、水硬性組成物の各成分を混合・混練し、押出成形す
る際に、混練物に粘性を付与し、成形性を向上させるものである。水溶性セルロースは水
硬性セメント１００重量部に対して０.１～１０重量部、好ましくは１～６重量部の割合
で配合される。０.１重量部より少ないと可塑性がなく成形できない。一方１０重量部よ
り多い場合にはコストの上昇を招くだけであり、これ以上の効果の向上は期待できない。
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【００５４】
　鉱物繊維としては、セピオライト、ワラストナイト、タルク、アタパルジャイト、ロッ
クウール等を例示することができる。鉱物繊維は水硬性セメント１００重量部に対して０
～４０重量部、好ましくは３～２５重量部の割合で配合される。鉱物繊維が４０重量部よ
り多いと段板の強度が低下する。
【００５５】
　軽量骨材としては、火山れきなどの天然軽量骨材、焼成フライアッシュバルーンなどの
人工軽量骨材、真珠岩パーライト、黒曜石パーライト、バーミキュライトなどの超軽量骨
材、膨張スラグなどの副産物軽量骨材を使用することができる。好ましくは、比重を０.
０６～０.５に設定できる真珠岩パーライト、黒曜石パーライト、バーミキュライトであ
る。
【００５６】
　本発明の水硬性組成物には、上記以外の添加剤として、必要に応じて、マイカ、アルミ
ナ、炭酸カルシウム等のシリカ以外の無機質材料、減水剤、界面活性剤、増粘剤、硬化促
進剤等を配合することもできる。
【００５７】
　本発明の段板は、水硬性セメント組成物を構成する上記成分の混合物に水を加え、押出
成形・硬化することによって得られる。押出成形することにより、補強繊維が押出方向に
より支配的に配向するため、押出方向に直角な方向からの曲げ応力または押出方向に対す
る引張応力に対して繊維の架橋作用による補強効果をより効果的に発揮することができる
。さらに押出成形することにより、一般により緻密な成形体が得られ、結果として前記し
たような比較的複雑な形状の本発明の段板を容易に成形できる。水の配合量は一般に水硬
性セメント１００重量部に対して４０～９０重量部が好適である。押出成形時において押
出物に、所定の断面形状を有する金型を通過させることによって、本発明の段板を製造で
きる。
【実施例】
【００５８】
実施例１
　普通ポルトランドセメント１００重量部に、長さ６ｍｍ、繊維径４０μｍ（アスペクト
比１５０）のＰＶＡ短繊維（クラレ社製、商品名「クラロンK-II“パワロン”）５.１重
量部、珪石粉（比表面積４０００ｃｍ２／ｇ）６０重量部、パルプ（広葉樹系パルプ）３
重量部、メチルセルロース（信越化学工業社製）６重量部を加えて、ミキサーにより粉体
混合した。粉体混合を続けながらこれに水７０．０重量部を混合したのちニーダーに移し
て混練してセメントペーストを練り上げた。得られたセメントペーストをシリンダー式真
空押出成形機から金型を通して押出成形した。金型は、吐出口の寸法および形状が図６に
示す断面形状に対応したものを用いた。金型から吐出された押出物はトレーに受け、蒸気
養生し、硬化させ、段板を製造した。
【００５９】
　得られた段板の曲げ強度を以下に示す方法により評価し、結果を図８に示した。段板（
セメント硬化体）は曲げ試験において多重亀裂破壊を起し、高い物性値を示現した。また
硬化体中のＰＶＡ繊維の体積混入率は４．０％であった。段板の垂直断面において、中空
率を求め、表１に示した。
【００６０】
　（曲げ強度の評価法）
　押出方向長約１０００ｍｍの２点載荷の単純曲げ試験用の試験体を切り出した。図９に
示すように、直径１００ｍｍ、厚み２０ｍｍの加圧治具１２０を用い、そこにクロスヘッ
ド速度は５．０ｍｍ／ｍｉｎにて荷重を印加し、曲げ荷重を測定した。なお、支点間距離
は８００ｍｍであった。図９において矢印は集中荷重、三角は支点を示す。
【００６１】
比較例１
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　図７に示す断面形状に対応した寸法および形状を有する吐出口を備えた金型を用いたこ
と以外、実施例１と同様の方法により、段板を製造し、評価を行った。
【００６２】
　図６～図７において、補強芯材用中空部は斜線で示す。ただし、上記曲げ強度試験は、
鉄筋を挿入しないサンプルにて試験を行った。軽量化用中空部は、斜線なしの輪郭で示し
た。
【００６３】
参考例１
　中空部を有さない段板を流込み法で製造したこと、直径１３ｍｍの鉄筋を２本含む状態
で流込み成形をしたこと以外、実施例１と同様の方法により、段板を製造し、評価を行っ
た。なお、曲げ強度試験は、鉄筋２本を含む状態にて試験を行った。
【００６４】
　実施例１／比較例１／参考例１において採用した段板の断面形状を示す図面番号、中空
率の測定結果を表１に示し、曲げ強度の評価結果を図８に示した。
　実施例１の段板は、曲げ強度評価後において、図１０に示すように、蹴込み板部３で破
断１３を示し、踏板部２と蹴込み板部３との境界部分１０では破断を示さなかった。
　比較例１の段板は、曲げ強度評価後において、図１１に示すように、踏板部１０２と蹴
込み板部１０３との境界部分１１０で破断１１３を示した。
【００６５】
【表１】

【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】左図は本発明の階段用段板の一例の押出方向Ｄに対する垂直断面図を示し、右図
は左図において階段用段板を左側から見たときの概略見取り図を示す。
【図２】本発明の階段用段板の一例における踏板部と蹴込み板部との境界部分の垂直断面
図である。
【図３】本発明の階段用段板の一例の押出方向Ｄに対する垂直断面図を示す。
【図４】本発明の階段用段板の一例の押出方向Ｄに対する垂直断面図を示す。
【図５】本発明の階段用段板の使用例を示す模式図である。
【図６】実施例１で製造した階段用段板の垂直断面図を示す。
【図７】比較例１で製造した階段用段板の垂直断面図を示す。
【図８】曲げ強度の評価結果を示すグラフである。
【図９】曲げ強度の評価法を説明するための模式図である。
【図１０】実施例１で製造した階段用段板を曲げ強度評価した後の破壊の状況を示す模式
図である。
【図１１】比較例１で製造した階段用段板を曲げ強度評価した後の破壊の状況を示す模式
図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１：段板、２：踏板部、３：蹴込み板部、４：踏板部における軽量化用中空部、Ａ：蹴
込み板部に最も近い中空部、Ｂ：踏板部の中心に最も近い中空部、Ｃ：蹴込み板部に最も
遠い中空部、５：５ａ：踏込み面、６：補強芯材用中空部、８：蹴込み板部における軽量
化用中空部、１０：ささら桁、１３：破断、２０：踏板部の端面、３０：踏板部と蹴込み
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板部との境界線、１２０：加圧治具。

【図１】 【図２】
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